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呉市住生活基本計画の策定について 

 

１ 策定の背景及び目的 

(1) 背景 

現在，我が国では少子高齢化の急速な進行や世帯減少社会の到来，災害の頻発・激甚化，新型コロナウイルス感染症拡大防止を契

機とした新たな生活様式や働き方の転換など，「住まい」をめぐる環境が変化してきています。 

こうした中，令和８年３月２７日に，国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な指針となる「住生活基本法（平

成１８年法律第６１号）」に基づく「住生活基本計画（全国計画）」（以下「全国計画」といいます。）を令和８年度から令和１７

年度までを新たな計画期間として改定することについて，閣議決定されました。 

また，広島県では，全国計画の改定を受け，現在，「住生活基本計画（広島県計画）」（以下「広島県計画」といいます。）の見

直し作業が行われ，令和９年３月に広島県計画の改定が予定されています。 

呉市においては，「第５次呉市長期総合計画」（令和３年３月策定）に基づき，木造住宅の耐震化や危険建物の除去などを促進す

るとともに，空き家バンク等による空き家の利活用の促進，市営住宅の適切な維持管理，定住・移住希望者の住宅取得支援などを行

ってきましたが，少子高齢化の進行や産業構造の変化などを受け，呉市の地域特性を踏まえた，きめ細やかな計画の策定が必要であ

るため，全国計画及び広島県計画の改定内容を踏まえた「呉市住生活基本計画」（以下「本計画」といいます。）を新たに策定する

ものです。 

(2) 目的 

本計画は，住生活の安定の確保及び向上の促進に関する今後の基本的な方針や施策・目標などを定め，本市の住生活を取り巻く社

会情勢等の変化に的確に対応し，市民の豊かな住生活を実現することを目的とします。 

 

  



２ 本計画の基本的な考え方 

本計画は，前述の全国計画及び広島県計画の改定内容を勘案するとともに，上位計画である第５次呉市長期総合計画及び呉市人口戦

略プランや，関連計画である呉市都市計画マスタープラン等との整合性を図りながら，住生活に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るための基本となる計画として策定します。 

 

３ 計画期間 

  令和９年度から令和１８年度までを計画期間とします。 

（参考）新たな住生活基本計画（全国計画）【抜粋】

計画策定の視点

住まうヒト 住まうモノ 住まいを支えるプレイヤー

住宅政策の課題と対応の方向性

・ 市場機能の進化によるストック価値の最大化

・ 人生１００年時代の住生活基盤の再構築

主な取組方策

① ニーズに応じた住宅を適時適切に確保できる循環型

市場の形成

② インフラ・居住環境の整った既存の住宅・住宅地の

市場を通じた本格的な有効活用

③ 分野横断的な連携による「気づき」と「つなぎ」の

ある居住支援の充実

④ 既存住宅を最大限に活用する持続的な住宅市場を支

えるあらゆる主体の連携・協働の推進

【本計画の基本的な考え方】

連携

住生活に係る施策の推進

・市営住宅等の整備・維持管理

・住宅セーフティネットの構築

・空き家等対策 ・マンション管理

・移住定住促進 など

呉市住生活基本計画

【関連計画】

・呉市都市計画マスタープラン

・呉市空家等対策計画

・呉市マンション管理適正化推進計画

・呉市耐震改修促進計画

・呉市営住宅長寿命化計画

・呉市立地適正化計画

・呉市こども計画

・呉市障害（児）福祉計画

・呉市高齢者福祉計画

・呉市介護保険事業計画 など

・第５次呉市長期総合計画

・呉市人口戦略プランああ

整合

・住生活基本計画

（広島県計画）

・広島県賃貸住宅供給

促進計画

・広島県高齢者居住

安定確保計画 など

・住生活基本計画

（全国計画）



４ 策定スケジュール 
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意見聴取

計画に基づく事業実施

〔参考〕

広島県計画

改定スケジュール

令和８年度 令和９年度

各種調査

●計画策定着手

パブリックコメント

計画（素案）● 計画（案）●

アンケート調査

計画策定作業

事業実施

計画改定作業 事業実施


